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京都市に加え、宇治市、
城陽市、向日市、長岡
京市、八幡市、京田辺
市、木津川市

５時から２０時まで

酒類提供は行わない

※利用者による店内持ち込みを含む

措置区域以外の地域
５時から２１時まで
酒類提供は11時から20時30分まで

※一定の要件を満たした場合に限る

7

期 間 令和3年8月17日（火） 0時から 8月31日（火） 24時まで

対 象
飲食店、喫茶店等、遊興施設で
食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗

特措法第３１条の６第１項

特措法第２４条第９項

重点措置区域（以下、措置区域）

飲食店等に対する営業時間短縮等

（継続実施）


